
 

学校教育目標  『正しく，仲よく，逞しく』 

      基盤的な学力と自ら律する力を備えた，調和のとれた生徒を育成する。 

 

 
5月7日から学校が再開される予定でしたが，臨時休校が5月31日まで延長になりました。家庭で規則

正しい生活を送り，計画的に学習を進めてください。ホームページで紹介している様々な学習コンテンツを

参考にしてください。臨時休業中の子どもたち・保護者様等へお知らせは本校ホームページに随時掲載いた

しますので，できる限り，毎日，御覧いただくようにお願いいたします。 

学校が再開になったときは，コロナウイルス感染防止に最善を尽くして教育活動を行ってまいります。 

保護者の方へのお願いです。子どもたちは家庭で体温を測り，健康観察表を持って登校させてください。

37.5 度以上の体温がある場合や体がしんどいときは無理をせず，家庭で休養させてください。 

 

 
５月になりました。５月３日は憲法記念日です。日本国憲法は，1946 年（昭和 21 年）11 月３日に公

布され，６か月後に施行されました。ですから，施行の日は，1947 年（昭和 22 年）５月３日になります。

この施行の日を記念して５月３日を憲法記念日としているのです。そして５月は，憲法の精神を認識す

る機会の憲法月間とし，いろいろな取組が行われます。 

日本国憲法は，特に三つのことを大切にしています。それは，『国民主権』・『基本的人権の尊重』・『平

和主義』の三つです。この三つを『日本国憲法の三大原則』といいます。 

まず，「国民主権」とは，国のありかたを最終的に決める力は，国民一人ひとりにあるということです。

誰か一部の人が支配するのでなく，国民の代表者による話し合いでものごとが決められる，そして国民

のために政治が行われるということです。  

次に，基本的人権の尊重です。「基本的人権」とは，「人が生まれながらに等しく持っている権利」の

ことです。簡単に，「人権」とも言います。 

憲法の三大原則の三つ目は，「平和主義」です。第２次世界大戦により世界中でたくさんの人が亡くな

り，家を焼かれ，文化遺産も破壊され，日本においては，広島・長崎に原子爆弾の投下を受けました。

戦争による悲惨な出来事を二度と繰り返すことがないようにという強い反省と平和への決意が，日本国

憲法には込められています。 

憲法が施行されてから 73 年になります。私たちの暮らしの中に憲法の精神は，随分と浸透してきまし

た。同時に，社会の変化や発達に伴って基本的人権の中身も拡大しています。しかし，私たちの身の回

りでは，人権にかかわる課題，基本的人権が十分に守られていないことが多くあります。 

男女平等にかかわる課題，障害のある人にかかわる課題，同和問題にかかわる課題，外国人にかかわ

る課題，いじめや児童虐待，またインターネット・ＳＮＳによる人権侵害等です。同じ人として他の人

を差別するということは断じて許される行為ではありません。基本的人権が尊重される社会を創るため

に，国民一人ひとりが，たゆまぬ努力・不断の努力をしていかなくてはなりません。 
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                              令 和 2 年 5 月 7 日 

京都市立西陵中学校 

校長 山本 宗昭 
西陵だより 



私たちの身近な生活・学校生活の中で，憲法の精神は生かされているでしょうか。 

日本国憲法で基本的人権の尊重は保障されていますが，人の嫌がることやからかうようなことを言っ

たり，嫌がらせをしたり，さらには暴力を振るったり，仲間外れをしたりしていませんか。その結果，

人の心や体に取り返しのつかない傷をつけてしまうようなことはないでしょうか。また，学習する権利

は，すべての人に保障されています。自分の学習する権利と共に，仲間の学習する権利が守られた学校

生活を送ろうという気持ちになっているでしょうか。皆さんには，ぜひ，日頃から常に「相手の立場に

なって物事を考えることができる人，人の心の痛みが分かる人」であって欲しいと思います。今一度，

皆さんの生活を振り返り，困っていることや悩んでいること，人権に関わることなどを話し合い，一人

一人が大切にされる社会にしていってください。今後のみなさん一人ひとりの言葉や行動によって，素

晴らしい社会になることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

■夏用通学服の申込について■ 

＊保護者のみなさまにお配りしていた夏用通学服の注文書の提出期限が長引いております。

時期が遅くなり過ぎますと夏までに間に合わなくなるおそれが出てまいりましたので，本日

以降のご注文は，ファックスで業者に直接ご注文いただく方法をとらせていただくこととい

たします。期限を５月１５日（金）までといたしますので，よろしくお願いします。なお，ご不明

な点につきましては，業者に電話でお問い合せいただければ担当者が対応いたします。 

【女子服】 双葉産業株式会社（本社）  ＦＡＸ番号 ６１１－５４５９ ℡６０２－７２７１ 

【男子服】 マ  ル  ミ  ツ  （本店）  ＦＡＸ番号 ３３１－８８６４ ℡331－8826 

     （ﾗｸｾｰﾇ店）  ℡332－6272 

 

 

 

□ 修学旅行日程再変更  ９月 14日（月）～16日（水） 

     

□ ６月分の給食をできるだけ早く申込んでください。 

 

□ 就学援助の継続の書類は５月 22日（金）までに提出ください。 

 

□ ５月の銀行口座振替日は５月 25日（月）です。ご準備お願いします。 

 


